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	○○株式会社


１．目　　的

この要領は、品質マニュアルに基づき○○株式会社（以下、当社という）が顧客とのコミュニケーションを通じ、顧客満足に関する情報を収集、監視し、定常的に内容を分析したり、顧客の状況や受け止め方を把握したりすることによって、継続的改善や向上に結びつけることを目的とする。
２．適用範囲
この要領は、当社が扱うすべての製品における顧客満足や受け止め方の状況把握ならびに関連する部門の業務に適用する。
３．定　　義

顧客満足度とは、当社の提供した製品、品質、営業およびサービス活動、サービス部品の供給等に対して、顧客の“満足”の度合いをいい、評価は必ずしも数値でなくてもよいものとする。

４．所管部門

この要領は、営業部が所管する。営業部担当者が作成し、営業課長が確認し、営業部長が承認する。

５．顧客満足に関する情報

営業課長および営業担当者は、顧客満足の状況や受け止め方を評価、分析するため次の手順により関連の情報を収集する。

(1) 情報収集の方法、手段には次のものを利用する。

①顧客との直接のコミュニケーション（会話、電話、面談など）

②顧客からのフィードバック情報（ＦＡＸ連絡、苦情、クレームを含む手紙や文書など）

③アンケート調査

④社内関連部門からの報告（調査情報、議事録など）

⑤その他（各種メディア、業界情報など）

(2) 情報の収集時期は、不定期なものと、(1)③項アンケート調査のような定期的なものとがあるが、営業課において年２回程度、総括的に収集データを整理する。

(3) 収集した情報は下記に分類する。

①製品仕様や操作方法、使い勝手に関するもの

②製品の品質に関するもの

③販売、出荷状況に関するもの

④価格に関するもの

⑤サービス状況に関するもの（取扱説明書や付属品を含む）

⑥会社全般に関するもの

６．顧客満足の評価・分析

(1) 営業課長および営業担当者は収集、分類したデータにより、各項目ごとに顧客満足または不満足の分類・評価を実施する。

(2) 分類・評価の方法は、次の表による。

	満足度ランク
	状況レベル

	優
	顧客の満足は期待以上に認識されている。

	良
	顧客の満足は期待どおりであり、水準を上回っている。

	可
	顧客の要求事項を最低限満たしている水準である。

	不可
	潜在的なものを含め苦情やクレームが発生している。


７．顧客満足の分析結果に対するフォロー活動

(1) 顧客満足度ランク“不可”の場合には、営業部長は担当責任者を定め、原因の調査、対策を検討させ、内容を関連部門（ＱＭＲを含む）に報告し、処置を決定する。

(2) 顧客満足度ランク“可”以上の場合でも、営業部長は、製品別または顧客別に、改善または処置が必要な場合にはＱＭＲを含む関連部門と協議、決定する。

(3) 顧客からの直接の苦情やクレームに関しては、上記の評価結果によらず、受注及び顧客情報管理規定により個別に対応するものとする。

(4) 今後の製品開発や会社の品質マネジメントシステムに関連する場合は受注及び顧客情報管理規程により、処置する。

８．記　　録

顧客満足に関する評価・分析の結果は、６カ月ごとに実績記録として営業部が集約し、ＱＭＲ経由で社長に報告し、マネジメントレビューへのインプット資料とする。
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